
「特別の教科 道徳」の実施に向けて
＜その４＞

「特別の教科 道徳」（道徳科）の完全実施に向けた改正のポイントです。

前号＜その３＞に引き続き、小学校第５・６学年段階の内容項目について

変更点等を確認します。

小学校第５学年及び第６学年の内容項目

続いて、第５・６学年の

の内容項目を見ていきまし

ょう。

小学校第５・６学年

では、内容項目数の増

減はありませんが（従

前同様２２項目）、以

下の統合や追加があり

ます。

Ｃ－（16）は、従前の
４－（６）に４－（３）

を含めたものです。

さらに、「学級生活の

充実」と「学校の様々な

集団における役割遂行」

に関する内容も加えてこ

のように改められまし

た。



改正後の学習指導要領による「道徳の時間の年間指導計画」作成上の留意点

○ 各学年段階の内容項目を、相当する各学年において全て取り上げる。

このことは、従前どおりであるが、各学年段階の内容項目において追加や統合

があるので注意が必要。（詳細は、前々号からの説明のとおり。）

新たな内容項目の追加や統合を踏まえて、年間指導計画を作成する。

○ 各内容項目の視点及び順序等が改まったことに留意する。

第１・２学年の内容項目を例にとると、従前の１－（１）がＡ－（３）に、

１－（２）がＡ－（５）へと、視点及び順序が改まった。また、その内容を端

的に表す言葉が付記された。これらを年間指導計画に反映させるようにする。

（注１）移行期間においては、小（中）学校の教育課程の編成及び指導について、小学校

及び中学校学習指導要領の各規定に関わらず、その全部または一部について、改正

後の小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領の各規定によることができます。

なお、移行期間における教育課程上の位置付けは、今までどおり「道徳」です。

「道徳科」としての位置付けは平成３０年度（中学校は３１年度）からになります。

※ 下線部分は、新たな文言の追加や変更点です。

Ｄ－（22）は、より
よく生きようとする人

間としてのよさを見い

だすことができるよう

新たに加わりました。

なお、この内容は、

従前では中学校で初め

て取り上げるものでし

た。

前々号から今号まで、小学校各学年段階の内容項目に

ついて確認してきました。

最後に、移行期間において、改正後の学習指導要領に

より「道徳の時間の年間指導計画」を作成する際に留意

すべき点を確認します。（注１）

中学校の内容項目の変更点等については、次号で取り上げます。


